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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-1 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

様式－7 

要求事項との対比表（ＳＡ） 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

（計装設備） 

 

 

第七十三条 発電用原子炉施設に

は、重大事故等が発生し、計測機器

（非常用のものを含む。）の故障によ

り当該重大事故等に対処するために

監視することが必要なパラメータ

（設置許可基準規則第十六条第三項

第二号に規定するパラメータをい

う。）を計測することが困難となった

場合において当該パラメータを推定

するために有効な情報を把握できる

設備を施設しなければならない。①，

②，③，④，⑤ 

（解釈） 

１ 第７３条に規定する「当該重大

事故等に対処するために監視するこ

とが必要なパラメータを計測するこ

とが困難となった場合において当該

パラメータを推定するために有効な

情報を把握できる設備」とは、以下

に掲げる措置又はこれらと同等以上

の効果を有する措置を行うための設

備をいう。なお、「当該重大事故等に

対処するために監視することが必要

なパラメータ」とは、事業者が検討

すべき炉心損傷防止対策及び格納容

器破損防止対策等を成功させるため

に把握することが必要な発電用原子

炉施設の状態を意味する。 

 

 

 

重大事故等が発生し，計測機器（非

常用のものを含む。）の故障により，

当該重大事故等に対処するために監

視することが必要なパラメータを計

測することが困難となった場合にお

いて，当該パラメータを推定するた

めに必要なパラメータを計測する設

備を設置又は保管する設計とする。 

①-1【73条 1】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ 発電用原子炉施設の一般構造 

(3) その他の主要な構造 

(r) 計装設備 

重大事故等が発生し，計測機器（非

常用のものを含む。）の故障により，

当該重大事故等に対処するために監

視することが必要なパラメータを計

測することが困難となった場合にお

いて，当該パラメータを推定するた

めに必要なパラメータを計測する設

備を設置又は保管する。①-1 

 

 

 

 

 

 

 

へ 計測制御系統施設の構造及び設

備 

(1) 計装 

(ⅱ) その他の主要な計装の種類 

重大事故等が発生し，計測機器（非

常用のものを含む。）の故障により，

当該重大事故等に対処するために監

視することが必要なパラメータを計

測することが困難となった場合にお

いて，当該パラメータを推定するた

めに必要なパラメータを計測する設

備を設置又は保管する。□1 （①-1） 

 

6.4 計装設備（重大事故等対処設

備） 

6.4.1 概要 

 重大事故等が発生し，計測機器（非

常用のものを含む。）の故障により，

当該重大事故等に対処するために監

視することが必要なパラメータを計

測することが困難となった場合にお

いて，当該パラメータを推定するた

めに必要なパラメータを計測する設

備を設置又は保管する。◇1 （①-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

2.1.1 通常運転時，運転時の異常な

過渡変化時，設計基準事故時及び重

大事故等時における計測 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-2 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

ａ）設計基準を超える状態における

発電用原子炉施設の状態の把握能力

を明確にすること。（最高計測可能温

度等）② 

 

ｂ）発電用原子炉施設の状態の把握

能力（最高計測可能温度等）を超え

た場合の発電用原子炉施設の状態の

推定手段を整備すること。 

 

ⅰ）原子炉圧力容器内の温度、圧力

及び水位が推定できる手段を整備す

ること。③ 

 

ⅱ）原子炉圧力容器及び原子炉格納

容器への注水量が推定できる手段を

整備すること。③ 

 

ⅲ）推定するために必要なパラメー

タは、複数のパラメータの中から確

からしさを考慮し、優先順位を定め

ておくこと。③ 

 

ｃ）原子炉格納容器内の温度、圧力、

水位、水素濃度及び放射線量率など

想定される重大事故等の対応に必要

となるパラメータが計測又は監視及

び記録ができること。⑤ 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

重大事故等が発生し，当該重大事

故等に対処するために監視すること

が必要なパラメータとして，原子炉

圧力容器内の温度，圧力及び水位，

原子炉圧力容器及び原子炉格納容器

への注水量，原子炉格納容器内の温

度，圧力，水位，線量当量率，水素

濃度及び酸素濃度，原子炉建物内の

水素濃度，未臨界の維持又は監視，

最終ヒートシンクの確保の監視，格

納容器バイパスの監視，水源の確保

の監視並びに燃料プールの監視に必

要なパラメータを計測する装置を設

ける設計とする。 

なお，電源設備の受電状態，重大

事故等対処設備の運転状態及びその

他の設備の運転状態により発電用原

子炉施設の状態を補助的に監視する

パラメータを補助パラメータとし，

重大事故等対処設備を活用する手順

等の着手の判断基準として用いる補

助パラメータの運用については，保

安規定に定めて管理する。 

①-2，①-3，②-1，②-Ａ【73条 2】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当該重大事故等に対処するために

監視することが必要なパラメータ②

-1（炉心損傷防止対策，格納容器破

損防止対策等を成功させるために必

要な発電用原子炉施設の状態を把握

するためのパラメータ）②-2は，十，

ハ，(1) 第10－1表 重大事故等対

策における手順書の概要のうち，

1.15 事故時の計装に関する手順等

の□2 パラメータの選定で分類された

主要パラメータ（重要監視パラメー

タ及び有効監視パラメータ）とする。 

 

当該パラメータを推定するために

必要なパラメータは，□1 （③-2）十，

ハ，(1) 第10－1表 重大事故等対

策における手順書の概要のうち，

1.15 事故時の計装に関する手順等

の□2 パラメータの選定で分類された

代替パラメータ（重要代替監視パラ

メータ及び有効監視パラメータ）と

する。 

重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータを計測する設備（重

大事故等対処設備）について，設計

基準を超える状態における発電用原

子炉施設の状態を把握するための能

力（最高計測可能温度等（設計基準

最大値等））を明確にする。②-3 

 

 

 

 

当該重大事故等に対処するために

監視することが必要なパラメータ◇1

（②-1）（炉心損傷防止対策，格納容

器破損防止対策等を成功させるため

に必要な発電用原子炉施設の状態を

把握するためのパラメータ）◇1 （②

-2）は，添付書類十-Ⅱの「第 1.1－1

表 重大事故等対策における手順書

の概要」のうち，「1.15 事故時の計

装に関する手順等」の◇2 パラメータ

の選定で分類された主要パラメータ

（重要監視パラメータ及び有効監視

パラメータ）とする。 

当該パラメータを推定するために

必要なパラメータは，◇1 （③-2）添

付書類十-Ⅱの「第 1.1－1 表 重大

事故等対策における手順書の概要」

のうち，「1.15 事故時の計装に関す

る手順等」の◇2 パラメータの選定で

分類された代替パラメータ（重要代

替監視パラメータ及び有効監視パラ

メータ）とする。 

重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータを計測する設備（重

大事故等対処設備）について，設計

基準を超える状態における発電用原

子炉施設の状態を把握するための能

力（最高計測可能温度等（設計基準

最大値等））を明確にする。◇1（②-3） 

計測範囲を第 6.4－1表に，設計基準

最大値等を第 6.4－2表に示す。◇2  

計装設備（重大事故等対処設備）の

系統概要図を第 6.4－1図から第 6.4

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

2.1.1 通常運転時，運転時の異常な

過渡変化時，設計基準事故時及び重

大事故等時における計測 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①-2，①-3引用元：P3 

②-Ａ引用元：P43～P60 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-3 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータは，炉

心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な

発電用原子炉施設の状態を把握する

ためのパラメータとし，計測する装

置は「表1 計測制御系統施設の主要

設備リスト」の「計測装置」に示す

重大事故等対処設備の他，原子炉圧

力容器温度（ＳＡ）（個数2，計測範

囲0～500℃），スクラバ容器水位（個

数8，計測範囲 mm），スクラ

バ容器圧力（個数4，計測範囲0～

1MPa），スクラバ容器温度（個数4，

計測範囲0～300℃），第１ベントフィ

ルタ出口水素濃度（個数1(予備1)，

計測範囲0～20vol％/0～100vol％），

残留熱除去系熱交換器冷却水流量

（個数2，計測範囲0～1500m3/h），低

圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力

（個数2，計測範囲0～4MPa），原子炉

隔離時冷却ポンプ出口圧力（個数1，

計測範囲0～10MPa），高圧炉心スプレ

イポンプ出口圧力（個数1，計測範囲

0～12MPa），残留熱代替除去ポンプ出

口圧力（個数2，計測範囲0～3MPa），

静的触媒式水素処理装置入口温度

（個数2，計測範囲0～100℃），静的

触媒式水素処理装置出口温度（個数

2，計測範囲0～400℃）とする。 

②-1，②-2，②-Ｂ【73条 3】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

－4図に示す。◇2  

また，電源設備の受電状態，重大

事故等対処設備の運転状態及びその

他の設備の運転状態により発電用原

子炉施設の状態を補助的に監視する

パラメータを補助パラメータと①-2

する。なお，補助パラメータのうち，

重大事故等対処設備を活用する手順

等の着手の判断基準として用いるパ

ラメータ①-3については，重大事故

等対処設備とする。重大事故等対処

設備の補助パラメータの対象を第

6.4－4表に示す。◇2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

2.1.1 通常運転時，運転時の異常な

過渡変化時，設計基準事故時及び重

大事故等時における計測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-1，②-2引用元：P2 

②-Ｂ引用元：P31,P37～P40 

 

 

4



 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-4 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格

納容器酸素濃度（Ｂ系）は，格納容

器ガスサンプリング装置（サンプリ

ングポンプ（個数1，吐出圧力0.66MPa

以上，容量1ℓ/min/個以上），冷却器

（個数2，伝熱面積0.22m2/個以上））

により原子炉格納容器内の雰囲気ガ

スを原子炉建物原子炉棟（二次格納

施設）内へ導き，検出器で測定する

ことで，原子炉格納容器内の水素濃

度及び酸素濃度を中央制御室より監

視できる設計とする。 

①【73条 4】 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格

納容器酸素濃度（ＳＡ）は，格納容

器ガスサンプリング装置（圧縮機（個

数1，吐出圧力0.853MPa以上，容量

15ℓ/min以上），冷却器（個数1，容量

40kJ/h以上），窒素ボンベ（個数3以

上））により原子炉格納容器内の雰囲

気ガスを原子炉建物原子炉棟（二次

格納施設）内へ導き，検出器で測定

することで，原子炉格納容器内の水

素濃度及び酸素濃度を中央制御室

（「１，２号機共用」（以下同じ））よ

り監視できる設計とする。 

①【73条 5】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に対する

基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に対する

基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

2.1.2 原子炉格納容器内の水素濃

度及び酸素濃度の計測 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

2.1.2 原子炉格納容器内の水素濃

度及び酸素濃度の計測 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-5 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータは，炉

心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な

発電用原子炉施設の状態を把握する

ためのパラメータとし，計測する装

置は「表 1 核燃料物質の取扱施設及

び貯蔵施設の主要設備リスト」の「使

用済燃料貯蔵設備 使用済燃料貯蔵

槽の温度，水位及び漏えいを監視す

る装置」に示す重大事故等対処設備

の他，燃料プール監視カメラ（ＳＡ）

（個数 1）とする。 

②-1，②-2，②-Ｃ【73条 6】 

 

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の

耐環境性向上のため，燃料プール監

視カメラ用冷却設備（個数1，容量

250ℓ/min 以上）を設ける設計とす

る。 

①【73条 7】 

 

重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータは，炉

心損傷防止対策及び格納容器破損防

止対策等を成功させるために必要な

発電用原子炉施設の状態を把握する

ためのパラメータとし，計測する装

置は「表1 放射線管理施設の主要設

備リスト」のプロセスモニタリング

設備に示す重大事故等対処設備，エ

リアモニタリング設備のうち燃料プ

ールエリア放射線モニタ（低レンジ）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・技術基準規則の要求事項に対する

基本設計方針を記載。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-1，②-2引用元：P2 

②-Ｃ引用元：P41 

 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

 

 

 

 

 

放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-6 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

（ＳＡ），燃料プールエリア放射線モ

ニタ（高レンジ）（ＳＡ）とする。 

②-1，②-2【73条 8】 

 

 

 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破

損防止対策等を成功させるために必

要な発電用原子炉施設の状態を把握

するためのパラメータを計測する装

置は，設計基準事故等に想定される

変動範囲の最大値を考慮し，適切に

対応するための計測範囲を有する設

計とする。また，重大事故等が発生

し，当該重大事故等に対処するため

に監視することが必要な原子炉圧力

容器内の温度，圧力及び水位並びに

原子炉圧力容器及び原子炉格納容器

への注水量，原子炉格納容器の線量

当量率，燃料プールの監視等のパラ

メータの計測が困難となった場合又

は計測範囲を超えた場合に，代替パ

ラメータにより推定ができる設計と

する。 

③-1，③-2【73条 9】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．監視機能喪失時に使用する設備 

 

発電用原子炉施設の状態の把握能

力を超えた場合に発電用原子炉施設

の状態を推定する手段を有する設計

とする。③-1 

重要監視パラメータ又は有効監視

パラメータ（原子炉圧力容器内の温

度，圧力及び水位並びに原子炉圧力

容器及び原子炉格納容器への注水量

等）の計測が困難となった場合又は

計測範囲を超えた場合は，十，ハ，

(1) 第10－1表 重大事故等対策に

おける手順書の概要のうち，1.15 

事故時の計装に関する手順等の□2 計

器故障時の代替パラメータによる推

定又は計器の計測範囲を超えた場合

の代替パラメータによる推定の対応

手段等により推定ができる設計とす

る。③-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2 設計方針 

(1) 監視機能喪失時に使用する設

備 

発電用原子炉施設の状態の把握能

力を超えた場合に発電用原子炉施設

の状態を推定する手段を有する設計

とする。◇1 （③-1） 

重要監視パラメータ又は有効監視

パラメータ（原子炉圧力容器内の温

度，圧力及び水位並びに原子炉圧力

容器及び原子炉格納容器への注水量

等）の計測が困難となった場合又は

計測範囲を超えた場合は，◇1 （③-2）

添付書類十-Ⅱの「第1.1－1表 重大

事故等対策における手順書の概要」

のうち，「1.15 事故時の計装に関す

る手順等」の◇2 計器故障時の代替パ

ラメータによる推定又は計器の計測

範囲を超えた場合の代替パラメータ

による推定の対応手段等により推定

ができる設計とする。◇1 （③-2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②-1，②-2引用元：P2 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

2.3 計測結果の表示，記録及び保存 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-7 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

また，重大事故等時に設計基準を

超える状態における発電用原子炉施

設の状態を把握するための能力（最

高計測可能温度等（設計基準最大値

等））を明確にするとともに，パラメ

ータの計測が困難となった場合又は

計測範囲を超えた場合の代替パラメ

ータによる推定等，複数のパラメー

タの中から確からしさを考慮した優

先順位を保安規定に定めて管理す

る。 

②-3，③-3【73条 10】 

 

 

 

炉心損傷防止対策及び格納容器破

損防止対策等を成功させるために必

要な発電用原子炉施設の状態を把握

するためのパラメータを計測する装

置の電源は，非常用交流電源設備又

は非常用直流電源設備の喪失等によ

り計器電源が喪失した場合におい

て，代替電源設備として常設代替交

流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，所内常設蓄電式直流電源設備，

常設代替直流電源設備又は可搬型直

流電源設備を使用できる設計とす

る。 

④-1【73条 11】 

 

 

 

 

計器故障時に，当該パラメータの

他チャンネルの計器がある場合，他

チャンネルの計器により計測すると

ともに，重要代替監視パラメータが

複数ある場合は，推定する重要監視

パラメータとの関係性がより直接的

なパラメータ，検出器の種類及び使

用環境条件を踏まえた確からしさを

考慮し，優先順位を定める。③-3 

 

 

 

 

ｂ．計器電源喪失時に使用する設備 

 

非常用交流電源設備又は非常用直

流電源設備の喪失等により計器電源

が喪失した場合において，計測設備

への代替電源設備として常設代替交

流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，所内常設蓄電式直流電源設備，

常設代替直流電源設備又は可搬型直

流電源設備を使用する。④-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計器故障時に，当該パラメータの

他チャンネルの計器がある場合，他

チャンネルの計器により計測すると

ともに，重要代替監視パラメータが

複数ある場合は，推定する重要監視

パラメータとの関係性がより直接的

なパラメータ，検出器の種類及び使

用環境条件を踏まえた確からしさを

考慮し，優先順位を定める。◇1 （③

-3）推定手段及び優先順位を第6.4－

3表に示す。◇2  

 

 

(2) 計器電源喪失時に使用する設

備 

非常用交流電源設備又は非常用直

流電源設備の喪失等により計器電源

が喪失した場合において，計測設備

への代替電源設備として常設代替交

流電源設備，可搬型代替交流電源設

備，所内常設蓄電式直流電源設備，

常設代替直流電源設備又は可搬型直

流電源設備を使用する。◇1 （④-1） 

主要な設備は，以下のとおりとす

る。 

・常設代替交流電源設備（10.2 代

替電源設備）◇1 （④-1） 

・可搬型代替交流電源設備（10.2 代

替電源設備）◇1 （④-1） 

・所内常設蓄電式直流電源設備（10.2 

代替電源設備）◇1 （④-1） 

・常設代替直流電源設備（10.2 代

替電源設備）◇1 （④-1） 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

2.3 計測結果の表示，記録及び保存 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 

 

 

 

 

 

②-3引用元：P2 

 

 

 

計測制御系統施設 

2.4 電源喪失時の計測 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-8 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，代替電源設備が喪失し計測

に必要な計器電源が喪失した場合，

炉心損傷防止対策及び格納容器破損

防止対策等を成功させるために必要

な発電用原子炉施設の状態を把握す

るためのパラメータを計測する装置

のうち特に重要なパラメータとし

て，温度，圧力，水位及び流量に係

るものについて，乾電池を電源とし

た可搬型計測器（原子炉圧力容器及

び原子炉格納容器内の温度，圧力，

水位，流量（注水量）等の計測用と

して測定時の故障を想定した予備1

個含む1セット30個（予備30個））（核

燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の

設備で兼用（以下同じ。））により計

測できる設計とし，これらを保管す

る設計とする。 

④-2，④-3【73条 12】 

 

 

 

 

 

 

 

常設代替交流電源設備，可搬型代

替交流電源設備，所内常設蓄電式直

流電源設備，常設代替直流電源設備

及び可搬型直流電源設備について

は，ヌ，(2)，(ⅳ) 代替電源設備に

記載する。□2  

 

また，代替電源設備が喪失し計測

に必要な計器電源が喪失した場合，

特に重要なパラメータとして，重要

監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータを計測する設備について

は，温度，圧力，水位及び流量に係

るものについて，乾電池を電源とし

た可搬型計測器により計測できる設

計とする。④-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・可搬型直流電源設備（10.2 代替

電源設備）◇1 （④-1） 

・代替所内電気設備（10.2 代替電

源設備）◇1 （④-1） 

 

常設代替交流電源設備，可搬型代

替交流電源設備，所内常設蓄電式直

流電源設備，常設代替直流電源設備，

可搬型直流電源設備及び代替所内電

気設備については，「10.2 代替電源

設備」に記載する。◇2  

 

また，代替電源設備が喪失し計測

に必要な計器電源が喪失した場合，

特に重要なパラメータとして，重要

監視パラメータ及び重要代替監視パ

ラメータを計測する設備について

は，温度，圧力，水位及び流量に係

るものについて，乾電池を電源とし

た可搬型計測器により計測できる設

計とする。◇1 （④-2） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

2.4 電源喪失時の計測 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④-3引用元：P18 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-9 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

なお，可搬型計測器による計測に

おいては，計測対象の選定を行う際

の考え方として，同一パラメータに

チャンネルが複数ある場合は，いず

れか1つの適切なチャンネルを選定

し計測又は監視するものとする。 

④-4【73条 13】 

 

同一の物理量について，複数のパ

ラメータがある場合は，いずれか1つ

の適切なパラメータを選定し計測又

は監視するものとする。 

④-5【73条 14】 

 

 

 

 

 

原子炉格納容器内の温度，圧力，

水位，水素濃度，線量当量率，燃料

プールの監視等想定される重大事故

等の対応に必要となるパラメータ

は，計測又は監視できる設計とする。

また，計測結果は中央制御室に指示

又は表示し，記録できる設計とする。 

⑤-1【73条 15】 

 

 

 

 

 

 

 

なお，可搬型計測器による計測に

おいては，計測対象の選定を行う際

の考え方として，同一パラメータに

チャンネルが複数ある場合は，いず

れか１つの適切なチャンネルを選定

し計測又は監視するものとする。④

-4 

 

同一の物理量について，複数のパラ

メータがある場合は，いずれか１つ

の適切なパラメータを選定し計測又

は監視するものとする。④-5 

 

 

 

 

ｃ．パラメータ記録時に使用する設

備 

原子炉格納容器内の温度，圧力，

水位，水素濃度，放射線量率等想定

される重大事故等の対応に必要とな

る重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータが計測又は監視及び

記録できる設計とする。⑤-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 なお，可搬型計測器による計測に

おいては，計測対象の選定を行う際

の考え方として，同一パラメータに

チャンネルが複数ある場合は，いず

れか１つの適切なチャンネルを選定

し計測又は監視するものとする。◇1

（④-4） 

 

同一の物理量について，複数のパラ

メータがある場合は，いずれか１つ

の適切なパラメータを選定し計測又

は監視するものとする。◇1 （④-5） 

主要な設備は，以下のとおりとす

る。 

・可搬型計測器◇1 （④-2） 

 

(3) パラメータ記録時に使用する

設備 

原子炉格納容器内の温度，圧力，

水位，水素濃度，放射線量率等想定

される重大事故等の対応に必要とな

る重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータが計測又は監視及び

記録できる設計とする。◇1 （⑤-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

・差異なし。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

2.4 電源喪失時の計測 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

2.4 電源喪失時の計測 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

2.3 計測結果の表示，記録及び保存 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-10 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

重大事故等の対応に必要となるパ

ラメータは，安全パラメータ表示シ

ステム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳ

伝送サーバにて電磁的に記録，保存

し，電源喪失により保存した記録が

失われないようにするとともに帳票

が出力できる設計とする。また，記

録は必要な容量を保存できる設計と

する。 

⑤-2，⑤-3【73条 16】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等の対応に必要となるパ

ラメータは，電磁的に記録，保存し，

電源喪失により保存した記録が失わ

れないとともに帳票が出力できる設

計とする。また，記録は必要な容量

を保存できる設計とする。⑤-2 

主要な設備は，以下のとおりとす

る。 

・安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）（ＳＰＤＳデータ収集サー

バ，ＳＰＤＳ伝送サーバ及びＳＰＤ

Ｓデータ表示装置）⑤-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・要求事項に対する設計の明確化。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

2.3 計測結果の表示，記録及び保存 

核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設 

3. 計測装置等 

放射線管理施設 

1.1 放射線管理用計測装置 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-11 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ホ 原子炉冷却系統施設の構造及び

設備 

(3) 非常用冷却設備 

(ⅱ) 主要な機器及び管の個数及び

構造 

ｂ．重大事故等対処設備 

(a) 原子炉冷却材圧力バウンダリ

高圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備 

(a-3) 監視及び制御に用いる設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高

圧の状態で発電用原子炉を冷却する

場合に監視及び制御に使用する重大

事故等対処設備として，原子炉水位

（広帯域），原子炉水位（燃料域）及

び原子炉水位（ＳＡ）は原子炉水位

を監視又は推定でき，原子炉圧力，

原子炉圧力（ＳＡ），高圧原子炉代替

注水流量及びサプレッション・プー

ル水位（ＳＡ）は原子炉圧力容器へ

注水するための高圧原子炉代替注水

系の作動状況を確認できる設計とす

る。□3 （②-Ａ） 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ

高圧時に発電用原子炉を冷却するた

めの設備 

5.4.2 設計方針 

 

 

 

 

 

(3) 監視及び制御に用いる設備 

原子炉冷却材圧力バウンダリが高

圧の状態で発電用原子炉を冷却する

場合に監視及び制御に使用する重大

事故等対処設備として，原子炉水位

（広帯域），原子炉水位（燃料域），

原子炉水位（ＳＡ），原子炉圧力，原

子炉圧力（ＳＡ），高圧原子炉代替注

水流量及びサプレッション・プール

水位（ＳＡ）を使用する。 

原子炉水位（広帯域），原子炉水位

（燃料域）及び原子炉水位（ＳＡ）

は原子炉水位を監視又は推定でき，

原子炉圧力，原子炉圧力（ＳＡ），高

圧原子炉代替注水流量及びサプレッ

ション・プール水位（ＳＡ）は原子

炉圧力容器へ注水するための高圧原

子炉代替注水系の作動状況を確認で

きる設計とする。◇5 （②-Ａ） 

主要な設備は，以下のとおりとす

る。 

・原子炉水位（広帯域）（6.4 計装

設備（重大事故等対処設備）） 

・原子炉水位（燃料域）（6.4 計装

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12



 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-12 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（多様性，位置的分散） 

基本方針については，「5.1.2 多

様性，位置的分散等」に示す。Ⅰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備（重大事故等対処設備）） 

・原子炉水位（ＳＡ）（6.4 計装設

備（重大事故等対処設備）） 

・原子炉圧力（6.4 計装設備（重大

事故等対処設備）） 

・原子炉圧力（ＳＡ）（6.4 計装設

備（重大事故等対処設備）） 

・高圧原子炉代替注水流量（6.4 計

装設備（重大事故等対処設備）） 

・サプレッション・プール水位（Ｓ

Ａ）（6.4 計装設備（重大事故等対

処設備）） 

◇5 （②-Ａ） 

 

6.4 計装設備（重大事故等対処設

備） 

6.4.2 設計方針 

6.4.2.1 多様性，位置的分散 

基本方針については，「1.1.7.1 

多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。Ⅰ 

 

重要代替監視パラメータを計測す

る設備は，重要監視パラメータを計

測する設備と異なる物理量の計測又

は測定原理とすることで，重要監視

パラメータを計測する設備に対して

可能な限り多様性を持った計測方法

により計測できる設計とする。◇3  

重要代替監視パラメータは重要監

視パラメータと可能な限り位置的分

散を図る設計とする。◇3  

重大事故等対処設備の補助パラメ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・技術基準規則 54条の要求事項に関

する基本方針について，呼び込む旨

を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載しな

い。 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-13 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（悪影響防止） 

基本方針については，「5.1.3 悪

影響防止等」に示す。Ⅱ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ータは，代替する機能を有する設計

基準事故対処設備と可能な限り多様

性及び独立性を有し，位置的分散を

図る設計とする。◇3  

重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータ並びに重大事故等対

処設備の補助パラメータを計測する

設備の電源は，共通要因によって同

時に機能を損なわないよう，非常用

交流電源設備に対して多様性を有す

る常設代替交流電源設備又は可搬型

代替交流電源設備から給電が可能な

設計とする。◇3  

電源設備の多様性，位置的分散に

ついては「10.2 代替電源設備」に

て記載する。◇3  

 

6.4.2.2 悪影響防止 

基本方針については，「1.1.7.1 

多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。Ⅱ 

 

重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータを計測する設備のう

ち，多重性を有するパラメータの計

測装置並びに重要監視パラメータ及

び重要代替監視パラメータの計測装

置の間においては，パラメータ相互

をヒューズ，アイソレータ等により

電気的に分離することで，他の設備

に悪影響を及ぼさない設計とする。

◇3  

重大事故等対処設備の補助パラメ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・技術基準規則 54条の要求事項に関

する基本方針について，呼び込む旨

を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載しな

い。 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-14 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（共用の禁止） 

基本方針については，「5.1.3 悪

影響防止等」に示す。Ⅲ-1 

 

 

 

安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）は，号機の区分けなく通信

することで，必要な情報（相互のプ

ラント状況，運転員の対応状況等）

を共有・考慮しながら総合的な管理

（事故対応を含む。）を行うことがで

き，安全性の向上を図る設計とする。 

Ⅲ-2【73条 17】 

 

 

 

ータは，電気的に分離することで，

他の設備に悪影響を及ぼさない設計

とする。◇3  

安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）は，設計基準対象施設とし

て使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用するこ

とで，他の設備に悪影響を及ぼさな

い設計とする。◇3  

可搬型計測器は，通常時に接続先

の系統と分離された状態であること

及び重大事故等時は重大事故等対処

設備として系統構成をすることによ

り，他の設備に悪影響を及ぼさない

設計とする。◇3  

 

6.4.2.3 共用の禁止 

基本方針については，「1.1.7.1 

多様性，位置的分散，悪影響防止等」

に示す。Ⅲ-1 

 

 

安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）は，号炉の区分けなく通信

連絡することで，必要な情報（相互

のプラント状況，運転員の対応状況

等）を共有・考慮しながら総合的な

管理（事故処理を含む。）を行うこと

ができ，安全性の向上を図る設計と

する。Ⅲ-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・技術基準規則 54条の要求事項に関

する基本方針について，呼び込む旨

を記載。 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・技術基準規則第 54条の要求事項の

うち，共用に関する設計について記

載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載しな

い。 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

6. 設備の共用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15



 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-15 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

また，安全パラメータ表示システ

ム（ＳＰＤＳ）は，共用により悪影

響を及ぼさないよう，必要な容量を

確保するとともに，号機の区分けな

く通信連絡が可能な設計とする。 

Ⅲ-3【73条 18】 

 

（容量等） 

基本方針については，「5.1.4 容量

等」に示す。Ⅳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，安全パラメータ表示システ

ム（ＳＰＤＳ）は，共用により悪影

響を及ぼさないよう，必要な容量を

確保するとともに，号炉の区分けな

く通信連絡が可能な設計とする。Ⅲ

-3 

 

6.4.2.4 容量等 

基本方針については，「1.1.7.2 

容量等」に示す。Ⅳ 

 

常設の重大事故等対処設備のうち

以下のパラメータを計測する設備

は，設計基準事故時の計測機能と兼

用しており，設計基準事故時に使用

する場合の計測範囲が，計器の不確

かさを考慮しても設計基準を超える

状態において発電用原子炉施設の状

態を推定できるため，設計基準事故

対処設備と同仕様の設計とする。◇3  

・原子炉圧力 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

・残留熱除去ポンプ出口流量 

・格納容器水素濃度（Ｂ系） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ド

ライウェル） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サ

プレッション・チェンバ） 

・中性子源領域計装 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・技術基準規則第 54条の要求事項の

うち，共用に関する設計について記

載。 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・技術基準規則 54条の要求事項に関

する基本方針について，呼び込む旨

を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計測制御系統施設 

6. 設備の共用 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載しな

い。 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-16 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中間領域計装 

・平均出力領域計装 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・残留熱除去ポンプ出口圧力 

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

・燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

 

常設の重大事故等対処設備のうち

以下のパラメータを計測する設備

は，計器の不確かさを考慮しても設

計基準を超える状態において発電用

原子炉施設の状態を推定できる設計

とする。◇3  

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・原子炉水位（ＳＡ） 

・高圧原子炉代替注水流量 

・代替注水流量（常設） 

・低圧原子炉代替注水流量 

・低圧原子炉代替注水流量（狭帯域

用） 

・格納容器代替スプレイ流量 

・ペデスタル代替注水流量 

・ペデスタル代替注水流量（狭帯域

用） 

・残留熱代替除去系原子炉注水流量 

・残留熱代替除去系格納容器スプレ

イ流量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17



 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-17 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ドライウェル温度（ＳＡ） 

・ペデスタル温度（ＳＡ） 

・ペデスタル水温度（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ温度（Ｓ

Ａ） 

・サプレッション・プール水温度（Ｓ

Ａ） 

・ドライウェル圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ圧力（Ｓ

Ａ） 

・サプレッション・プール水位（Ｓ

Ａ） 

・ドライウェル水位 

・ペデスタル水位 

・格納容器水素濃度（ＳＡ） 

・スクラバ容器水位 

・スクラバ容器圧力 

・スクラバ容器温度 

・第１ベントフィルタ出口放射線モ

ニタ（高レンジ・低レンジ） 

・低圧原子炉代替注水槽水位 

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧

力 

・残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

・原子炉建物水素濃度 

・静的触媒式水素処理装置入口温度 

・静的触媒式水素処理装置出口温度 

・格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

・燃料プール水位（ＳＡ） 

・燃料プールエリア放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃

料プール監視カメラ用冷却設備を含
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-18 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

む。） 

 

重大事故等対処設備の補助パラメ

ータは，重大事故等対処設備を活用

する手順等の着手の判断ができ，系

統の目的に応じて必要となる計測範

囲を有する設計とする。◇3  

安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）は，想定される重大事故等

時に発電所内の通信連絡をする必要

のある場所に必要なデータ量を伝送

することができる設計とする。◇3  

第１ベントフィルタ出口水素濃度

は，計器の不確かさを考慮しても設

計基準を超える状態において発電用

原子炉施設の状態を推定できる設計

とする。原子炉格納容器の排出経路

での水素濃度監視用として１セット

１個使用する。保有数は，故障時及

び保守点検による待機除外時のバッ

クアップ用として１個を加えた合計

２個保管する設計とする。◇3  

可搬型計測器は，原子炉圧力容器

及び原子炉格納容器内の温度，圧力，

水位及び流量（注水量）等の計測用

として１セット30個（測定時の故障

を想定した予備１個含む。）使用す

る。保有数は，故障時及び保守点検

による待機除外時のバックアップ用

として30個を含めて合計60個を保管

する設計とする。④-3 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-19 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

（環境条件等） 

基本方針については，「5.1.5 環

境条件等」に示す。Ⅴ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2.5 環境条件等 

基本方針については，「1.1.7.3 

環境条件等」に示す。Ⅴ 

 

重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータのうち以下のパラメ

ータを計測する設備は，原子炉格納

容器内に設置し，想定される重大事

故等時における環境条件を考慮した

設計とする。◇3  

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

・ドライウェル温度（ＳＡ） 

・ペデスタル温度（ＳＡ） 

・ペデスタル水温度（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ温度（Ｓ

Ａ） 

・サプレッション・プール水温度（Ｓ

Ａ） 

・ドライウェル水位 

・ペデスタル水位 

・中性子源領域計装 

・中間領域計装 

・平均出力領域計装 

 

なお，中性子源領域計装，中間領

域計装及び平均出力領域計装につい

ては，想定される重大事故等時初期

における原子炉格納容器内の環境条

件を考慮した設計とする。 

 

重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータ並びに重大事故等対

処設備の補助パラメータのうち以下

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・技術基準規則 54条の要求事項に関

する基本方針について，呼び込む旨

を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載しな

い。 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-20 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

のパラメータを計測する設備は，原

子炉建物原子炉棟内に設置し，想定

される重大事故等時における環境条

件を考慮した設計とする。◇3  

・原子炉圧力 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉水位（ＳＡ） 

・高圧原子炉代替注水流量 

・低圧原子炉代替注水流量 

・低圧原子炉代替注水流量（狭帯域

用） 

・格納容器代替スプレイ流量 

・ペデスタル代替注水流量 

・ペデスタル代替注水流量（狭帯域

用） 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

・残留熱除去ポンプ出口流量 

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

・残留熱代替除去系原子炉注水流量 

・残留熱代替除去系格納容器スプレ

イ流量 

・ドライウェル圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ圧力（Ｓ

Ａ） 

・サプレッション・プール水位（Ｓ

Ａ） 

・格納容器水素濃度（ＳＡ） 

・格納容器水素濃度（Ｂ系） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ド

ライウェル） 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-21 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サ

プレッション・チェンバ） 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・残留熱除去ポンプ出口圧力 

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・原子炉建物水素濃度 

・静的触媒式水素処理装置入口温度 

・静的触媒式水素処理装置出口温度 

・格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

・格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

・燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

・燃料プール水位（ＳＡ） 

・燃料プールエリア放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ） 

・ＲＣＷサージタンク水位 

 

重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータ並びに重大事故等対

処設備の補助パラメータのうち以下

のパラメータを計測する設備は，付

属棟内及びその他の建物内に設置

し，想定される重大事故等時におけ

る環境条件を考慮した設計とする。

◇3  

・代替注水流量（常設） 

・残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

・スクラバ容器水位 

・スクラバ容器圧力 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-22 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・スクラバ容器温度 

・第１ベントフィルタ出口放射線モ

ニタ（高レンジ） 

・低圧原子炉代替注水槽水位 

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧

力 

・燃料プール監視カメラ用冷却設備 

・Ｃ－メタクラ母線電圧 

・Ｄ－メタクラ母線電圧 

・ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

・Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

・Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

・緊急用メタクラ電圧 

・ＳＡロードセンタ母線電圧 

・Ａ－115V系直流盤母線電圧 

・Ｂ－115V系直流盤母線電圧 

・ＳＡ用115V系充電器盤蓄電池電圧 

・230V系直流盤（常用）母線電圧 

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧 

・ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧

力 

・Ｎ２ガスボンベ圧力 

・ＲＣＷ熱交換器出口温度 

・原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

 

重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータのうち以下のパラメ

ータを計測する設備は，屋外に設置

し，想定される重大事故等時におけ

る環境条件を考慮した設計とする。

◇3  

・第１ベントフィルタ出口放射線モ

ニタ（低レンジ） 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-23 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・第１ベントフィルタ出口水素濃度 

 

安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）のＳＰＤＳデータ収集サー

バは，廃棄物処理建物内に設置し，

想定される重大事故等時における環

境条件を考慮した設計とする。◇3  

ＳＰＤＳデータ収集サーバは，想定

される重大事故等時に操作を行う必

要がない設計とする。◇3  

安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）のうちＳＰＤＳ伝送サーバ

は，緊急時対策所に設置し，想定さ

れる重大事故等時における環境条件

を考慮した設計とする。◇3  

ＳＰＤＳ伝送サーバは，想定される

重大事故等時に操作を行う必要がな

い設計とする。◇3  

安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ表示

装置は，緊急時対策所に設置し，想

定される重大事故等時における環境

条件を考慮した設計とする。◇3  

ＳＰＤＳデータ表示装置の操作は，

想定される重大事故等時において，

設置場所で可能な設計とする。◇3  

可搬型計測器は，廃棄物処理建物

内及び緊急時対策所内に保管し，想

定される重大事故等時における環境

条件を考慮した設計とする。◇3  

可搬型計測器の操作は，想定される

重大事故等時において，設置場所で

可能な設計とする。◇3  
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-24 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

（操作性の確保） 

基本方針については，「5.1.6 操

作性及び試験・検査性」に示す。Ⅵ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.2.6 操作性の確保 

基本方針については，「1.1.7.4 

操作性及び試験・検査性について」

に示す。Ⅵ 

 

常設の重大事故等対処設備のう

ち，以下のパラメータを計測する設

備は設計基準対象施設として使用す

る場合と同じ構成で使用できる設計

とする。◇3  

・原子炉圧力 

・原子炉水位（広帯域） 

・原子炉水位（燃料域） 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 

・高圧炉心スプレイポンプ出口流量 

・残留熱除去ポンプ出口流量 

・低圧炉心スプレイポンプ出口流量 

・格納容器水素濃度（Ｂ系） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（ド

ライウェル） 

・格納容器雰囲気放射線モニタ（サ

プレッション・チェンバ） 

・中性子源領域計装 

・中間領域計装 

・平均出力領域計装 

・残留熱除去系熱交換器入口温度 

・残留熱除去系熱交換器出口温度 

・残留熱除去系熱交換器冷却水流量 

・高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・残留熱除去ポンプ出口圧力 

・原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 

・低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 

・格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・技術基準規則 54条の要求事項に関

する基本方針について，呼び込む旨

を記載。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載しな

い。 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-25 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

・Ｃ－メタクラ母線電圧 

・Ｄ－メタクラ母線電圧 

・ＨＰＣＳ－メタクラ母線電圧 

・Ｃ－ロードセンタ母線電圧 

・Ｄ－ロードセンタ母線電圧 

・Ａ－115V系直流盤母線電圧 

・Ｂ－115V系直流盤母線電圧 

・230V系直流盤（常用）母線電圧 

・Ｂ１－115V系蓄電池（ＳＡ）電圧 

・Ｎ２ガスボンベ圧力 

・ＲＣＷサージタンク水位 

・ＲＣＷ熱交換器出口温度 

・原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 

 

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格

納容器酸素濃度（Ｂ系）は，設計基

準対象施設として使用する場合と同

じ構成で，重大事故等対処設備とし

て使用できる設計とする。◇3  

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納

容器酸素濃度（Ｂ系）を計測するた

めのサンプリング装置は，中央制御

室の操作スイッチにより操作が可能

な設計とする。◇3  

中性子源領域計装及び中間領域計

装は，設計基準対象施設として使用

する場合と同じ構成で，重大事故等

対処設備として使用できる設計とす

る。◇3  

中性子源領域計装及び中間領域計装

は，中央制御室の操作スイッチによ

り操作が可能な設計とする。◇3  
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-26 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

常設の重大事故等対処設備のう

ち，以下のパラメータを計測する設

備は設計基準対象施設と兼用せず，

他の系統と切り替えることなく使用

できる設計とする。◇3  

・原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

・原子炉圧力（ＳＡ） 

・原子炉水位（ＳＡ） 

・高圧原子炉代替注水流量 

・代替注水流量（常設） 

・低圧原子炉代替注水流量 

・低圧原子炉代替注水流量（狭帯域

用） 

・格納容器代替スプレイ流量 

・ペデスタル代替注水流量 

・ペデスタル代替注水流量（狭帯域

用） 

・残留熱代替除去系原子炉注水流量 

・残留熱代替除去系格納容器スプレ

イ流量 

・ドライウェル温度（ＳＡ） 

・ペデスタル温度（ＳＡ） 

・ペデスタル水温度（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ温度（Ｓ

Ａ） 

・サプレッション・プール水温度（Ｓ

Ａ） 

・ドライウェル圧力（ＳＡ） 

・サプレッション・チェンバ圧力（Ｓ

Ａ） 

・ドライウェル水位 

・サプレッション・プール水位（Ｓ
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-27 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ａ） 

・ペデスタル水位 

・格納容器水素濃度（ＳＡ） 

・スクラバ容器水位 

・スクラバ容器圧力 

・スクラバ容器温度 

・第１ベントフィルタ出口放射線モ

ニタ（高レンジ・低レンジ） 

・低圧原子炉代替注水槽水位 

・低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧

力 

・残留熱代替除去ポンプ出口圧力 

・原子炉建物水素濃度 

・静的触媒式水素処理装置入口温度 

・静的触媒式水素処理装置出口温度 

・格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

・燃料プール水位（ＳＡ） 

・燃料プールエリア放射線モニタ（高

レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

・燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（燃

料プール監視カメラ用冷却設備を含

む。） 

・緊急用メタクラ電圧 

・ＳＡロードセンタ母線電圧 

・ＳＡ用115V系充電器盤蓄電池電圧 

・ＡＤＳ用Ｎ２ガス減圧弁二次側圧

力 

 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格

納容器酸素濃度（ＳＡ）は，想定さ

れる重大事故等時に切り替えること

なく使用できる設計とする。◇3  

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-28 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

容器酸素濃度（ＳＡ）を計測するた

めのサンプリング装置は，中央制御

室の操作スイッチにより操作が可能

な設計とする。◇3  

燃料プール監視カメラ用冷却設備

は，想定される重大事故等時に切り

替えることなく使用できる設計とす

る。◇3  

燃料プール監視カメラ用冷却設備

は，付属棟内で弁及び付属の操作ス

イッチにより操作が可能な設計とす

る。◇3  

第１ベントフィルタ出口水素濃度

は，想定される重大事故等時に切り

替えることなく使用できる設計とす

る。◇3  

第１ベントフィルタ出口水素濃度

は，車両による運搬，移動ができる

設計とするとともに，接続規格を統

一することにより，確実に接続でき

る設計とする。◇3  

第１ベントフィルタ出口水素濃度を

計測するためのサンプリング装置

は，屋外でサンプリング装置の弁及

び付属の操作スイッチにより操作が

可能な設計とし，中央制御室の操作

スイッチにより操作が可能な設計と

する。◇3  

安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）は，想定される重大事故等

時において，設計基準対象施設とし

て使用する場合と同じ系統構成で重

大事故等対処設備として使用する設
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-29 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

計とする。◇3  

安全パラメータ表示システム（ＳＰ

ＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ収集サ

ーバ及びＳＰＤＳ伝送サーバは，常

時伝送を行うため，通常操作を必要

としない設計とする。◇3  

安全パラメータ表示システム（ＳＰ

ＤＳ）のうちＳＰＤＳデータ表示装

置は，付属の操作スイッチにより緊

急時対策所内で操作が可能な設計と

する。◇3  

可搬型計測器は，設計基準対象施

設とは兼用しないため，想定される

重大事故等時に切り替えることなく

使用できる設計とする。◇3  

可搬型計測器は，運転員が携行して

屋内のアクセスルートを通行できる

設計とする。◇3  

可搬型計測器の計装ケーブルの接続

は，ボルト・ネジ接続とし，接続規

格を統一することにより，一般的に

使用される工具を用いて確実に接続

できる設計とし，付属の操作スイッ

チにより設置場所で操作が可能な設

計とする。◇3  

 

6.4.3 主要設備及び仕様 

計装設備（重大事故等対処設備）

の主要機器仕様並びに重要監視パラ

メータ及び重要代替監視パラメータ

を第6.4－1表及び第6.4－2表に，代

替パラメータによる主要パラメータ

の推定を第6.4－3表に示す。◇2  
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様式－7（73条）-30 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

 

 

 

 

 

（試験検査） 

基本方針については，「5.1.6 操

作性及び試験・検査性」に示す。Ⅶ 

 

 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

また，重大事故等対処設備を活用す

る手順等の着手の判断基準として用

いる補助パラメータを第6.4－4表に

示す。◇2  

 

6.4.4 試験検査 

基本方針については，「1.1.7.4 

操作性及び試験・検査性について」

に示す。Ⅶ 

 

重要監視パラメータ及び重要代替

監視パラメータ並びに重大事故等対

処設備の補助パラメータを計測する

設備は，発電用原子炉の運転中又は

停止中に，模擬入力による機能・性

能の確認（特性の確認）及び校正が

可能な設計とする。◇3  

安全パラメータ表示システム（Ｓ

ＰＤＳ）は，発電用原子炉の運転中

又は停止中に，機能・性能の確認及

び外観の確認が可能な設計とする。

◇3  

可搬型計測器は，発電用原子炉の

運転中又は停止中に，模擬入力によ

る性能の確認が可能な設計とする。

◇3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・同趣旨の記載ではあるが，表現の

違いによる差異あり。 

・技術基準規則 54条の要求事項に関

する基本方針について，呼び込む旨

を記載。 

 

― 以 下 余 白 ― 

 

 

 

 

 

 

施設の基本設計方針には記載しな

い。 
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様式－7（73条）-31 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

第6.4－1表 計装設備（重大事故等

対処設備）の主要機器仕様◇4  

(1) 原子炉圧力容器温度（ＳＡ） 

個  数    ２ 

計測範囲    ０～500℃②-Ｂ 

 

(2) 原子炉圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数    ２ 

計測範囲    ０～10MPa［gage］ 

 

(3) 原子炉圧力（ＳＡ） 

個  数    １ 

計測範囲    ０～11MPa［gage］ 

 

(4) 原子炉水位（広帯域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数    ２ 

計測範囲    －400～150cm※1 

 

(5) 原子炉水位（燃料域） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数    ２ 

計測範囲    －800～－300cm※1 

 

(6) 原子炉水位（ＳＡ） 

個  数    １ 

計測範囲    －900～150cm※1 
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様式－7（73条）-32 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

(7) 高圧原子炉代替注水流量 

個  数    １ 

計測範囲    ０～150m3/h 

 

(8) 代替注水流量（常設） 

個  数    １ 

計測範囲    ０～300m3/h 

 

(9) 低圧原子炉代替注水流量 

個  数    ２ 

計測範囲    ０～200m3/h 

 

(10) 低圧原子炉代替注水流量（狭

帯域用） 

個  数    ２ 

計測範囲    ０～50m3/h 

 

(11) 格納容器代替スプレイ流量 

個  数    ２ 

計測範囲    ０～150m3/h 

 

(12) ペデスタル代替注水流量 

個  数    ２ 

計測範囲    ０～150m3/h 

 

(13) ペデスタル代替注水流量（狭

帯域用） 

個  数    ２ 

計測範囲    ０～50m3/h 

 

(14) 原子炉隔離時冷却ポンプ出口

流量 

兼用する設備は以下のとおり。 
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様式－7（73条）-33 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数    １ 

計測範囲    ０～150m3/h 

 

(15) 高圧炉心スプレイポンプ出口

流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数    １ 

計測範囲    ０～1,500m3/h 

 

(16) 残留熱除去ポンプ出口流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数    ３ 

計測範囲    ０～1,500m3/h 

 

(17) 低圧炉心スプレイポンプ出口

流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数    １ 

計測範囲    ０～1,500m3/h 

 

(18) 残留熱代替除去系原子炉注水

流量 

個  数    １ 

計測範囲    ０～50m3/h 

 

(19) 残留熱代替除去系格納容器ス

プレイ流量 

個  数    １ 

計測範囲    ０～150m3/h 
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様式－7（73条）-34 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

(20) ドライウェル温度（ＳＡ） 

個  数    ７ 

計測範囲    ０～300℃ 

 

(21) ペデスタル温度（ＳＡ） 

個  数    ２ 

計測範囲    ０～300℃ 

 

(22) ペデスタル水温度（ＳＡ） 

個  数    ２ 

計測範囲    ０～300℃ 

 

(23) サプレッション・チェンバ温

度（ＳＡ） 

個  数    ２ 

計測範囲    ０～200℃ 

 

(24) サプレッション・プール水温

度（ＳＡ） 

個  数    ２ 

計測範囲    ０～200℃ 

 

(25) ドライウェル圧力（ＳＡ） 

個  数    ２ 

計測範囲    ０～1,000kPa

［abs］ 

 

(26) サプレッション・チェンバ圧

力（ＳＡ）  

個  数    ２ 

計測範囲    ０～1,000kPa

［abs］ 
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様式－7（73条）-35 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

(27) サプレッション・プール水位

（ＳＡ） 

個  数    １ 

計測範囲    －0.80～5.50m※2 

 

(28) ドライウェル水位 

個  数    ３ 

計測範囲    －3.0m※3， 

－1.0m※3，＋1.0m※3 

 

(29) ペデスタル水位 

個  数    ４ 

計測範囲    ＋0.1m※4， 

＋1.2m※4，＋2.4m※4，＋2.4m※4 

 

(30) 格納容器水素濃度（Ｂ系） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

・水素爆発による原子炉格納容器の

破損を防止するための設備 

個  数    １ 

計測範囲    ０～５vol％／ 

０～100vol％ 

 

(31) 格納容器水素濃度（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の

破損を防止するための設備 

個  数     １ 

計測範囲     ０～100vol％ 

 

(32) 格納容器雰囲気放射線モニタ

（ドライウェル） 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請の審査から詳細設

計の進捗により，計測範囲を見直し

ている。 

（変更前）－3.0m，－1.0m，＋1.0m 

（変更後）－3.0m，－1.0m，＋0.9m 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請の審査から詳細設

計の進捗により，計測範囲を見直し

ている。 

（変更前）0～5vol％/0～100vol％ 

（変更後）0～20vol％/0～100vol％ 
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様式－7（73条）-36 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

第8.1－2表 放射線管理設備（重大

事故等時）の主要機器仕様に記載す

る。 

 

(33) 格納容器雰囲気放射線モニタ

（サプレッション・チェンバ） 

第8.1－2表 放射線管理設備（重大

事故等時）の主要機器仕様に記載す

る。 

 

(34) 中性子源領域計装 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉中性子計装系 

個  数    ４ 

計測範囲    10－１～10６ｓ-1 

（1.0×10３～1.0×10９cm-2・ｓ-1） 

 

(35) 中間領域計装 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉中性子計装系 

個  数    ８ 

計測範囲    ０～40％又は 

０～125％（1.0×10８～1.5×

1013cm-2・s-1） 

 

(36) 平均出力領域計装 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉中性子計装系 

個  数    ６※5 

計測範囲    ０～125％ 

（1.2×1012～2.8×1014cm-2・s-1） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37



設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 

様式－7（73条）-37 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

(37) スクラバ容器水位

個  数    ８

計測範囲  

②-Ｂ

(38) スクラバ容器圧力

個  数    ４ 

計測範囲    ０～１MPa［gage］

②-Ｂ

(39) スクラバ容器温度

個  数    ４ 

計測範囲    ０～300℃②-Ｂ 

(40) 第１ベントフィルタ出口放射

線モニタ（高レンジ・低レンジ） 

第8.1－2表 放射線管理設備（重大

事故等時）の主要機器仕様に記載す

る。 

(41) 第１ベントフィルタ出口水素

濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の

破損を防止するための設備 

個  数    １(予備１) 

計測範囲    ０～20vol％／ 

０～100vol％②-Ｂ 

(42) 残留熱除去系熱交換器入口温

度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-38 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

個  数    ２ 

計測範囲    ０～200℃ 

 

(43) 残留熱除去系熱交換器出口温

度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数    ２ 

計測範囲    ０～200℃ 

 

(44) 残留熱除去系熱交換器冷却水

流量 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数    ２ 

計測範囲    ０～1,500m3/h 

②-Ｂ 

 

(45) 残留熱除去ポンプ出口圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数    ３ 

計測範囲    ０～４MPa［gage］ 

 

(46) 低圧原子炉代替注水槽水位 

個  数    １ 

計測範囲    ０～1,500m3（０～

12,542mm） 

 

(47) 低圧原子炉代替注水ポンプ出

口圧力 

個  数    ２ 

計測範囲    ０～４MPa［gage］
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-39 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

②-Ｂ 

 

(48) 原子炉隔離時冷却ポンプ出口

圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数    １ 

計測範囲    ０～10MPa［gage］

②-Ｂ 

 

(49) 高圧炉心スプレイポンプ出口

圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数    １ 

計測範囲    ０～12MPa［gage］

②-Ｂ 

 

(50) 低圧炉心スプレイポンプ出口

圧力 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

個  数    １ 

計測範囲    ０～５MPa［gage］ 

 

(51) 残留熱代替除去ポンプ出口圧

力 

個  数    ２ 

計測範囲    ０～３MPa［gage］

②-Ｂ 

 

(52) 原子炉建物水素濃度 

兼用する設備は以下のとおり。 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-40 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

・水素爆発による原子炉建屋等の損

傷を防止するための設備 

個  数    １ 

                ６ 

計測範囲    ０～10vol％ 

０～20vol％ 

 

(53) 静的触媒式水素処理装置入口

温度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建屋等の損

傷を防止するための設備 

個  数    ２ 

計測範囲    ０～100℃②-Ｂ 

 

(54) 静的触媒式水素処理装置出口

温度 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉建屋等の損

傷を防止するための設備 

個  数    ２ 

計測範囲    ０～400℃②-Ｂ 

 

(55) 格納容器酸素濃度（Ｂ系） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・原子炉プラント・プロセス計装系 

・水素爆発による原子炉格納容器の

破損を防止するための設備 

個  数    １ 

計測範囲    ０～５vol％／ 

０～25vol％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設置変更許可申請の審査から詳細設

計の進捗により，計測範囲を見直し

ている。 

（変更前）0～5vol％/0～25vol％ 

（変更後）0～10vol％/0～25vol％ 

 

― 以 下 余 白 ― 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-41 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

(56) 格納容器酸素濃度（ＳＡ） 

兼用する設備は以下のとおり。 

・水素爆発による原子炉格納容器の

破損を防止するための設備 

個  数    １ 

計測範囲    ０～25vol％ 

 

(57) 燃料プール水位・温度（ＳＡ） 

第4.3－1表 燃料プールの冷却等の

ための設備の主要機器仕様に記載す

る。 

 

(58) 燃料プール水位（ＳＡ） 

第4.3－1表 燃料プールの冷却等の

ための設備の主要機器仕様に記載す

る。 

 

(59) 燃料プールエリア放射線モニ

タ（高レンジ・低レンジ）（ＳＡ） 

第8.1－2表 放射線管理設備（重大

事故等時）の主要機器仕様に記載す

る。 

 

(60) 燃料プール監視カメラ（ＳＡ）

（燃料プール監視カメラ用冷却設備

を含む。）②-Ｃ 

第4.3－1表 燃料プールの冷却等の

ための設備の主要機器仕様に記載す

る。 

 

(61) 安全パラメータ表示システム

（ＳＰＤＳ） 

第10.11－2表 通信連絡を行うため
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-42 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

実用発電用原子炉及び 

その附属施設の技術基準に 

関する規則 

工事計画認可申請書 

基本設計方針（後） 

設置変更許可申請書 

本文 

設置変更許可申請書 

添付書類八 

設置許可，基本設計方針及び 

技術基準との対比 
備 考 

に必要な設備（常設）の主要機器仕

様に記載する。◇2  

 

(62) 可搬型計測器 

個  数    30（予備30） 

 

※１：基準点は気水分離器下端（原

子炉圧力容器零レベルより

1,328cm）。 

※２：基準点はサプレッション・プ

ール通常水位（EL5610）。 

※３：基準点は格納容器底面

（EL10100）。 

※４：基準点はコリウムシールド上

表面（EL6706）。 

※５：局部出力領域計装の検出器は

124個であり，平均出力領域計装の各

チャンネルには14個又は17個の信号

が入力される。 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-43 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

設置変更許可申請書添付書類八 

 

第 6.4－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（１／18） 

 

 

※赤線部：②-Ａ 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-44 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

設置変更許可申請書添付書類八 

 

第 6.4－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（２／18） 

 

 

※赤線部：②-Ａ 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-45 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

設置変更許可申請書添付書類八 

 

第 6.4－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（３／18） 

 

 

※赤線部：②-Ａ 

 

46



 

設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-46 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

設置変更許可申請書添付書類八 

 

第 6.4－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（４／18） 

 

 

※赤線部：②-Ａ 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-47 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

設置変更許可申請書添付書類八 

 

第 6.4－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（５／18） 

 

 

※赤線部：②-Ａ 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-48 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

設置変更許可申請書添付書類八 

 

第 6.4－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（６／18） 

 

 

※赤線部：②-Ａ 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-49 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

設置変更許可申請書添付書類八 

 

第 6.4－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（７／18） 

 

 

※赤線部：②-Ａ 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-50 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

設置変更許可申請書添付書類八 

 

第 6.4－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（８／18） 

 

 

※赤線部：②-Ａ 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-51 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

設置変更許可申請書添付書類八 

 

第 6.4－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（９／18） 

 

 

※赤線部：②-Ａ 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-52 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

設置変更許可申請書添付書類八 

 

第 6.4－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（10／18） 

 

 

※赤線部：②-Ａ 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-53 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

設置変更許可申請書添付書類八 

 

第 6.4－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（11／18） 

 

 

※赤線部：②-Ａ 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-54 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

設置変更許可申請書添付書類八 

 

第 6.4－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（12／18） 

 

 

※赤線部：②-Ａ 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-55 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

設置変更許可申請書添付書類八 

 

第 6.4－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（13／18） 

 

 

※赤線部：②-Ａ 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-56 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

設置変更許可申請書添付書類八 

 

第 6.4－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（14／18） 

 

 

※赤線部：②-Ａ 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-57 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

設置変更許可申請書添付書類八 

 

第 6.4－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（15／18） 

 

 

※赤線部：②-Ａ 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-58 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

設置変更許可申請書添付書類八 

 

第 6.4－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（16／18） 

 

 

※赤線部：②-Ａ 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-59 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

設置変更許可申請書添付書類八 

 

第 6.4－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（17／18） 

 

 

※赤線部：②-Ａ 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－7 

【第 73条 計装設備】 
 

  

様式－7（73条）-60 

 

茶色：設置許可と基本設計方針(後) 

緑色：技術基準と基本設計方針(後) 

赤色：様式６に関する記載（付番及び下線） 

青色：設置許可本文及び添付書類八からの引用以外の記載 

＿＿：補正時からの変更箇所 

設置変更許可申請書添付書類八 

 

第 6.4－2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（18／18） 

 

 

※赤線部：②-Ａ 

 

― 以 下 余 白 ― 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－6 

【第 73条 計装設備】 

 

様式－6 

様式－6（73条）-1 

 

－：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

各条文の設計の考え方 

第 73条（計装設備） 

1.1 技術基準の条文，解釈への適合性に関する考え方 

№ 
基本設計方針で 

記載する事項 
適合性の考え方（理由） 項-号 解釈 説明資料等 

① 

パラメータを推定するた

めに必要な情報を把握で

きる設備の施設 

技術基準規則の要求事項を受けている内

容を記載する。 

なお，補助パラメータの運用について，保

安規定に定める旨も記載する。 

1項 － a,b,c,d,e,f 

② 

発電用原子炉施設の状態

を把握するためのパラメ

ータの種類及び把握能力

の明確化 

技術基準規則の要求事項及びその解釈を

受けている内容を記載する。 
1項 1a) a,c,d,e,f 

③ 
監視機能喪失時に使用す

る設備 

技術基準規則の要求事項及びその解釈を

受けている内容を記載する。 
1項 

1b)ⅰ), 

1b)ⅱ), 

1b)ⅲ) 

a,b,c,d,e,f 

④ 
計器電源喪失時に使用す

る設備 

技術基準規則の要求事項を受けている内

容を記載する。 

なお，非常用電源又は代替電源喪失時の設

計方針について記載する。 

可搬型計測器による計測対象の選定を行

う際の考え方についても記載する。 

1項 － c,d 

⑤ 
パラメータ記録時に使用

する設備 

技術基準規則の要求事項及びその解釈を

受けている内容を記載する。 

なお，保存したパラメータは電源喪失時，

記録が失われないことについても記載す

る。 

1項 1c) c,d,e,f 

1.2 技術基準規則第 54条への適合性に関する考え方 

№ 
基本設計方針で 

記載する事項 
適合性の考え方（理由） 項-号 解釈 説明資料等 

Ⅰ 多様性，位置的分散等 
多様性，位置的分散等に関する基本方針の

呼び込み先を記載する。 
－ － b 

Ⅱ 悪影響防止 
悪影響防止に関する基本方針の呼び込み

先を記載する。 
－ － b 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－6 

【第 73条 計装設備】 

 

様式－6 

様式－6（73条）-2 

 

－：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

Ⅲ 共用の禁止 

共用の禁止に関する基本方針の呼び込み

先を記載する。 

なお，個別設計についても記載する。 

－ － b 

Ⅳ 容量等 
容量等に関する基本方針の呼び込み先を

記載する。 
－ － a,c,d,f 

Ⅴ 環境条件等 
環境条件等に関する基本方針の呼び込み

先を記載する。 
－ － b 

Ⅵ 操作性の確保 
操作性の確保に関する基本方針の呼び込

み先を記載する。 
－ － b 

Ⅶ 試験検査 
試験検査に関する基本方針の呼び込み先

を記載する。 
－ － b 

2. 設置許可本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 説明資料等 

□1  
設置許可本文内の重複記

載 

設置許可本文内にある同趣旨の記載を採用するため記載し

ない。 
－ 

□2  文章，表又は図の呼込み 
設置許可内での文章，表又は図の呼込みであるため記載しな

い。 
－ 

□3  
設置許可添八との重複記

載 

設置許可添八の記載の方がより適切であり，設置許可添八の

記載を採用するため記載しない。 
－ 

3. 設置許可添八のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 説明資料等 

◇1  
設置許可本文との重複記

載 

設置許可本文にある同趣旨の記載を採用するため記載しな

い。 
－ 

◇2  文章，表又は図の呼込み 
設置許可内での文章，表又は図の呼込みであるため記載しな

い。 
－ 

◇3  
設備の健全性に関する記

載 

設備の健全性に関する記載は第 54 条に包括して記載するた

め記載しない。 
－ 

◇4  仕様 要目表として整理するため記載しない。 － 

◇5  
設置許可添八内の重複記

載 

設置許可添八内にある同趣旨の記載を採用するため記載し

ない。 
－ 

4. 詳細な検討が必要な事項 

№ 記載先 

a 設備別記載事項の設定根拠に関する説明書 

b 安全設備及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明書 

c 
使用済燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置の構成に関する説明書，検出器の取付箇所を明示し

た図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関する説明書 
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設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書に係る様式－6 

【第 73条 計装設備】 

 

様式－6 

様式－6（73条）-3 

 

－：該当なし 

※：条文全体に関わる説明書 

d 
計測装置の構成に関する説明書，計測制御系統図及び検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警

報動作範囲に関する説明書 

e 放射線管理用計測装置の構成に関する説明書 

f 
放射線管理用計測装置の系統図及び検出器の取付箇所を明示した図面並びに計測範囲及び警報動作範囲に関す

る説明書 

※ 発電用原子炉の設置の許可との整合性に関する説明書 

※ 設計及び工事に係る品質マネジメントシステムに関する説明書 
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先行審査プラントの記載との比較表（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の基本設計方針） 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

3. 計測装置等

燃料プール監視カメラ（ＳＡ）の耐環境性向上のため，燃料

プール監視カメラ用冷却設備（個数 1，容量 250ℓ/min以上）を

設ける設計とする。【69条 32】【73条 7】 

重大事故等が発生し，当該重大事故等に対処するために監視

することが必要なパラメータとして，燃料プールの監視に必要

なパラメータを計測する装置を設ける設計とする。【73条 2】 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の故

障により，当該重大事故等に対処するために監視することが必

要なパラメータを計測することが困難となった場合において，

当該パラメータを推定するために必要なパラメータを計測する

設備を設置又は保管する設計とする。【73条 1】 

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメー

タは，炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功さ

せるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータとし，計測する装置は「表 1 核燃料物質の取扱施設及

び貯蔵施設の主要設備リスト」の「使用済燃料貯蔵設備 使用済

燃料貯蔵槽の温度，水位及び漏えいを監視する装置」に示す重

大事故等対処設備の他，燃料プール監視カメラ（ＳＡ）（個数 1）

とする。【73条 6】 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させる

ために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメ

ータを計測する装置は，設計基準事故等に想定される変動範囲

の最大値を考慮し，適切に対応するための計測範囲を有する設

計とする。また，重大事故等が発生し，当該重大事故等に対処

するために監視することが必要な燃料プールの監視のパラメー

タの計測が困難となった場合に，代替パラメータにより推定が

できる設計とする。【73条 9】 

・設備の相違

【東海第二，柏崎 7】 

 設備構成の相違によ

る必要容量の相違 
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東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

また，重大事故等時に設計基準を超える状態における発電用

原子炉施設の状態を把握するための能力（計測可能範囲）を明

確にするとともに，パラメータの計測が困難となった場合の代

替パラメータによる推定等，複数のパラメータの中から確から

しさを考慮した優先順位を保安規定に定めて管理する。【73条

10】 

燃料プールの監視で想定される重大事故等の対応に必要とな

るパラメータは，計測又は監視できる設計とする。また，計測

結果は中央制御室に指示又は表示し，記録できる設計とする。

【73条 15】 

重大事故等の対応に必要となるパラメータは，安全パラメー

タ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳ伝送サーバにて電

磁的に記録，保存し，電源喪失により保存した記録が失われな

いようにするとともに帳票が出力できる設計とする。また，記

録は必要な容量を保存できる設計とする。【73条 16】 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させる

ために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパラメ

ータを計測する装置の電源は，非常用交流電源設備又は非常用

直流電源設備の喪失等により計器電源が喪失した場合におい

て，代替電源設備として常設代替交流電源設備，可搬型代替交

流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代替直流電源

設備又は可搬型直流電源設備を使用できる設計とする。【73条

11】 

・記載方針の相違

【東海第二】 

 島根２号機は，中央制

御室に指示又は表示し，

記録するため，その設計

方針を記載している 

・記載方針の相違

【東海第二】 

 島根２号機は，ＳＰＤ

Ｓにて記録，保存するた

め，その設計方針を記載

している 

・設備の相違

【柏崎 7】 

島根２号機は，単号機

申請 
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東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

また，代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失し

た場合，炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功

させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するための

パラメータを計測する装置のうち特に重要なパラメータとし

て，温度及び水位に係るものについて，乾電池を電源とした可

搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度，圧

力，水位，流量（注水量）等の計測用として測定時の故障を想

定した予備 1個含む 1セット 30個（予備 30個））（計測制御系

統施設の設備を核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の設備で兼

用（以下同じ。））により計測できる設計とし，これらを保管す

る設計とする。【73条 12】 

なお，可搬型計測器による計測においては，計測対象の選定

を行う際の考え方として，同一の物理量について，複数のパラ

メータがある場合は，いずれか 1つの適切なパラメータを選定

し計測又は監視するものとする。【73条 13】【73条 14】 

・記載方針の相違

【東海第二】 

 島根２号機は，可搬型

計測器を計測制御系統

施設と兼用する設計と

している 

・設備の相違

【柏崎 7】 

パラメータを計測す

る設備の数の相違によ

る個数の相違。 

島根２号機は，単号機

申請 

・記載方針の相違

【東海第二】 

島根２号機は，計測す

るパラメータの選定方

法について記載してい

る 
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先行審査プラントの記載との比較表（計測制御系統施設の基本設計方針） 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

＿＿・・補正時からの変更箇所

東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

2. 計測装置等

2.1 計測装置 

2.1.1 通常運転時，運転時の異常な過渡変化時，設計基準事

故時及び重大事故等時における計測 

重大事故等が発生し，当該重大事故等に対処するため

に監視することが必要なパラメータとして，原子炉圧力

容器内の温度，圧力及び水位，原子炉圧力容器及び原子

炉格納容器への注水量，原子炉格納容器内の温度，圧力，

水位，水素濃度及び酸素濃度，原子炉建物内の水素濃度，

未臨界の維持又は監視，最終ヒートシンクの確保の監視，

格納容器バイパスの監視並びに水源の確保の監視に必要

なパラメータを計測する装置を設ける設計とする。 

なお，電源設備の受電状態，重大事故等対処設備の運

転状態及びその他の設備の運転状態により発電用原子炉

施設の状態を補助的に監視するパラメータを補助パラメ

ータとし，重大事故等対処設備を活用する手順等の着手

の判断基準として用いる補助パラメータの運用について

は，保安規定に定めて管理する。【73条 2】 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）

の故障により，当該重大事故等に対処するために監視す

ることが必要なパラメータを計測することが困難となっ

た場合において，当該パラメータを推定するために必要

なパラメータを計測する設備を設置又は保管する設計と

する。【73条 1】 

重大事故等に対処するために監視することが必要なパ

ラメータは，炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対

策等を成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態

を把握するためのパラメータとし，計測する装置は「表

1 計測制御系統施設の主要設備リスト」の「計測装置」

に示す重大事故等対処設備の他，原子炉圧力容器温度（Ｓ

Ａ）（個数 2，計測範囲 0～500℃），スクラバ容器水位（個

数 8，計測範囲 mm），スクラバ容器圧力（個数 4，

計測範囲 0～1MPa），スクラバ容器温度（個数 4，計測範

・設備運用の相違

【東海第二】 

島根２号機の補助パ

ラメータは，保安規定に

定めて管理する 

・設備の相違

【東海第二，柏崎 7】 

基本設計方針の記載

対象設備の相違 

68



東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

囲 0～300℃），第１ベントフィルタ出口水素濃度（個数

1(予備 1)，計測範囲 0～20vol％/0～100vol％），残留熱

除去系熱交換器冷却水流量（個数 2，計測範囲 0～

1500m3/h），低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力（個数 2，

計測範囲 0～4MPa），原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力（個

数 1，計測範囲 0～10MPa），高圧炉心スプレイポンプ出口

圧力（個数 1，計測範囲 0～12MPa），残留熱代替除去ポン

プ出口圧力（個数 2，計測範囲 0～3MPa），静的触媒式水

素処理装置入口温度（個数 2，計測範囲 0～100℃），静的

触媒式水素処理装置出口温度（個数 2，計測範囲 0～

400℃）とする。【73条 3】 

・設備運用の相違

【東海第二】 

島根２号機の補助パ

ラメータは，保安規定に

定めて管理する 
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東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

2.1.2 原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の計測 

格納容器水素濃度（ＳＡ）及び格納容器酸素濃度（Ｓ

Ａ）は，格納容器ガスサンプリング装置（圧縮機（個数

1，吐出圧力 0.853MPa以上，容量 15ℓ/min以上），冷却器

（個数 1，容量 40kJ/h以上），窒素ボンベ（個数 3以上））

により原子炉格納容器内の雰囲気ガスを原子炉建物原子

炉棟（二次格納施設）内へ導き，検出器で測定すること

で，原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を中央制

御室（「１，２号機共用」（以下同じ。））より監視できる

設計とする。【67条 27】【73条 5】 

格納容器水素濃度（Ｂ系）及び格納容器酸素濃度（Ｂ

系）は，格納容器ガスサンプリング装置（サンプリング

ポンプ（個数 1，吐出圧力 0.66MPa以上，容量 1ℓ/min/

個以上），冷却器（個数 2，伝熱面積 0.22m2/個以上））に

より原子炉格納容器内の雰囲気ガスを原子炉建物原子炉

棟（二次格納施設）内へ導き，検出器で測定することで，

原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度を中央制御室

より監視できる設計とする。【67条 29】【73条 4】 

・設備の相違

【柏崎 7】 

島根２号機は，サンプ

リング式の計測装置を

新設する 

【東海第二】 

設備構成及び設備仕

様の相違。 

島根２号機は，使用さ

れる環境条件の相違に

より，サンプリングに必

要な機器のみで構成し

ている。また，島根２号

機は，島根１号機と中央

制御室を共用する 

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号機は，既設の

計測装置を重大事故等

対処設備としても使用

する設計とする 

【柏崎７】 

設備構成及び設備仕

様の相違 
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東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

2.3 計測結果の表示，記録及び保存 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させ

るために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置は，設計基準事故等に想定される変

動範囲の最大値を考慮し，適切に対応するための計測範囲を

有する設計とする。また，重大事故等が発生し，当該重大事

故等に対処するために監視することが必要な原子炉圧力容器

内の温度，圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子炉格

納容器への注水量等のパラメータの計測が困難となった場合

又は計測範囲を超えた場合に，代替パラメータにより推定が

できる設計とする。【73条 9】 

また，重大事故等時に設計基準を超える状態における発電

用原子炉施設の状態を把握するための能力（最高計測可能温

度等（設計基準最大値等））を明確にするとともに，パラメー

タの計測が困難となった場合又は計測範囲を超えた場合の代

替パラメータによる推定等，複数のパラメータの中から確か

らしさを考慮した優先順位を保安規定に定めて管理する。【73

条 10】 

原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度等想定さ

れる重大事故等の対応に必要となるパラメータは，計測又は

監視できる設計とする。また，計測結果は中央制御室に指示

又は表示し，記録できる設計とする。【73条 15】 

重大事故等の対応に必要となるパラメータは，安全パラメ

ータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳ伝送サーバに

て電磁的に記録，保存し，電源喪失により保存した記録が失

われないようにするとともに帳票が出力できる設計とする。

また，記録は必要な容量を保存できる設計とする。【73条 16】 

・設備の相違

【柏崎 7】 

島根２号機は，単号機

申請 
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東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

2.4 電源喪失時の計測 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させ

るために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置の電源は，非常用交流電源設備又は

非常用直流電源設備の喪失等により計器電源が喪失した場合

において，代替電源設備として常設代替交流電源設備，可搬

型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代

替直流電源設備又は可搬型直流電源設備を使用できる設計と

する。【73条 11】 

また，代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失

した場合，炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を

成功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握する

ためのパラメータを計測する装置のうち特に重要なパラメー

タとして，温度，圧力，水位及び流量に係るものについて，

乾電池を電源とした可搬型計測器（原子炉圧力容器及び原子

炉格納容器内の温度，圧力，水位，流量（注水量）等の計測

用として測定時の故障を想定した予備 1個含む 1セット 30個

（予備 30個））（核燃料物質の取扱施設及び貯蔵施設の設備で

兼用（以下同じ。））により計測できる設計とし，これらを保

管する設計とする。【73条 12】 

なお，可搬型計測器による計測においては，計測対象の選

定を行う際の考え方として，同一パラメータにチャンネルが

複数ある場合は，いずれか 1つの適切なチャンネルを選定し

計測又は監視するものとする。【73条 13】 

同一の物理量について，複数のパラメータがある場合は，

いずれか 1つの適切なパラメータを選定し計測又は監視する

ものとする。【73条 14】 

・設備の相違

【東海第二】 

可搬型計測器の設備

仕様及びパラメータを

計測する設備の数の相

違による個数の相違 

【柏崎 7】 

パラメータを計測す

る設備の数の相違によ

る個数の相違。 

島根２号機は，単号機

申請 

・記載方針の相違

【東海第二】 

島根２号機は，計測す

るパラメータの選定方

法について記載してい

る 
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東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

6. 設備の共用

中央制御室内に設置する無線通信設備（固定型），衛星電話設

備（固定型），廃棄物処理建物内に設置する安全パラメータ表示

システム（ＳＰＤＳ），緊急時対策所内に設置する無線通信設備

（固定型），衛星電話設備（固定型），統合原子力防災ネットワ

ークに接続する通信連絡設備（テレビ会議システム，ⅠＰ－電

話機及びＩＰ－ＦＡＸ），安全パラメータ表示システム（ＳＰＤ

Ｓ）及びデータ伝送設備は，号機の区分けなく通信連絡するこ

とで，必要な情報（相互のプラント状況，運転員，緊急時対策

要員及び自衛消防隊の対応状況等）を共有・考慮しながら総合

的な管理（事故処理を含む。）を行うことができ，安全性の向上

を図る設計とする。【73条 17】【77条 20】 

これらの通信連絡設備は，共用により悪影響を及ぼさないよ

う，必要な容量を確保するとともに，号機の区分けなく通信連

絡が可能な設計とする。【73条 18】【77条 21】 

・設備の相違

【東海第二】 

島根２号機は，号機の

区分けなく通信連絡す

る 

・設備の相違

【柏崎 7】 

島根２号機は，中央制

御室及び廃棄物処理建

物内にも号機の区分け

なく使用する設備を設

置する。 

島根２号機は，有線式

通信設備を中央制御室

～現場（屋内）で使用す

る。 

島根２号機は，単号機

申請 

・設備の相違

【柏崎 7】 

 島根２号機は，単号機

申請 
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先行審査プラントの記載との比較表（放射線管理施設の基本設計方針） 

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違） 

波線・・記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし） 

東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

1. 放射線管理施設

1.1 放射線管理用計測装置 

重大事故等が発生し，当該重大事故等に対処するために監

視することが必要なパラメータとして，原子炉格納容器内の

線量当量率，最終ヒートシンクの確保の監視及び燃料プール

の監視に必要なパラメータを計測する装置を設ける設計とす

る。【73条 2】 

重大事故等が発生し，計測機器（非常用のものを含む。）の

故障により，当該重大事故等に対処するために監視すること

が必要なパラメータを計測することが困難となった場合にお

いて，当該パラメータを推定するために必要なパラメータを

計測する設備を設置する設計とする。【73条 1】 

重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメ

ータは，炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成

功させるために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するた

めのパラメータとし，計測する装置は「表 1 放射線管理施設

の主要設備リスト」のプロセスモニタリング設備に示す重大

事故等対処設備，エリアモニタリング設備のうち燃料プール

エリア放射線モニタ（低レンジ）（ＳＡ），燃料プールエリア

放射線モニタ（高レンジ）（ＳＡ）とする。【73条 8】 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させ

るために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置は，設計基準事故等に想定される変

動範囲の最大値を考慮し，適切に対応するための計測範囲を

有する設計とする。また，重大事故等が発生し，当該重大事

故等に対処するために監視することが必要な原子炉格納容器

の線量当量率等のパラメータの計測が困難となった場合に，

代替パラメータにより推定ができる設計とする。【73条 9】 

・設備の相違

【柏崎 7】 

島根２号機は，他号機

と共用しない 
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東海第二発電所（2018.10.12版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

柏崎刈羽原子力発電所７号機 （2020.9.25版） 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 

島根原子力発電所 ２号機 

工事計画認可申請書 基本設計方針（変更後） 
備考 

また，重大事故等時に設計基準を超える状態における発電

用原子炉施設の状態を把握するための能力（計測可能範囲）

を明確にするとともに，パラメータの計測が困難となった場

合の代替パラメータによる推定等，複数のパラメータの中か

ら確からしさを考慮した優先順位を保安規定に定めて管理す

る。【73条 10】 

原子炉格納容器内の線量当量率等想定される重大事故等の

対応に必要となるパラメータは，計測又は監視できる設計と

する。また，計測結果は中央制御室に指示又は表示し，記録

できる設計とする。【73条 15】 

重大事故等の対応に必要となるパラメータは，安全パラメ

ータ表示システム（ＳＰＤＳ）のうちＳＰＤＳ伝送サーバに

て電磁的に記録，保存し，電源喪失により保存した記録が失

われないようにするとともに帳票が出力できる設計とする。

また，記録は必要な容量を保存できる設計とする。【73条 16】 

炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策等を成功させ

るために必要な発電用原子炉施設の状態を把握するためのパ

ラメータを計測する装置の電源は，非常用交流電源設備又は

非常用直流電源設備の喪失等により計器電源が喪失した場合

において，代替電源設備として常設代替交流電源設備，可搬

型代替交流電源設備，所内常設蓄電式直流電源設備，常設代

替直流電源設備又は可搬型直流電源設備を使用できる設計と

する。【73条 11】 

・設備の相違

【柏崎 7】 

島根２号機は，単号機

申請 
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